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（注）１．「カレント・エクスポージャー方式」とは、派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額を算出する方法の一つです。再構築コ
ストと想定元本に一定の掛目を乗じて得た額の合計で与信相当額を算出します。なお、「再構築コスト」とは、同一の取引を市場で再
度構築するのに必要となるコスト（ただし0を下回らない）をいいます。
２．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい者（プロテクションの買
い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生
した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に基づく一定金額を受領する取引をいいます。
３．「想定元本」とは、デリバティブ取引において、価格決定のために利用される名目上の元本のことをいいます。オン・バランスの元
本と区別して「想定元本」と呼ばれています。

(2) 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブ
受益証券等ファンドの一部に「クレジット・デリバティブ」が含まれていますが、詳細についての把

握が困難なため開示していません。

(3) 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブ
受益証券等ファンドの一部に「クレジット・デリバティブ」が含まれていますが、詳細についての把

握が困難なため開示していません。

５．証券化エクスポージャーに関する事項

◇リスク管理の方針及び手続の概要
「証券化エクスポージャー」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上のエクス

ポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。

当会では、証券化エクスポージャーを投資家として保有しており、証券化エクスポージャーの取得に
当たって発生する信用リスクに関しては、余裕金運用規程・細則等で定める一般法人の発行する債券の
取得と同様な考え方を基本としています。また、リスク管理の方針及び手続きについても同様です。

◇信用リスク・アセットの額算出方法の名称
証券化エクスポージャーにかかる信用リスク・アセットの額の算出については、標準的手法を採用し

ています。

◇証券化取引に関する会計方針
証券化取引については、「金融商品に係る会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」に基づ

き会計処理を行っています。

◇証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称　
証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト判定に当たり使用する格付は、以下の適格格付機関によ

る所定の要件を満たした依頼格付のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

株式会社格付投資情報センター（R&I）

株式会社日本格付研究所（JCR）

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）

スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）

フィッチレーティングスリミテッド（Fitch）



67

(1) 当会がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
該当ありません。

(2) 当会が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
ａ 保有する証券化エクスポージャーの額

クレジットカード与信

住宅ローン

自動車ローン

その他

　　 合　　計

－
－
－

21,772
21,772

－
－
－

9,906
9,906

平成19年度 項　　目 平成20年度
（単位：百万円）

ｂ　リスク・ウェイト区分ごとの残高及び所要自己資本の額

リスク・ウェイト20％
リスク・ウェイト50％
リスク・ウェイト100％
リスク・ウェイト350％
その他のリスク・ウェイト 
自己資本控除 
　　　　 合　　計 

109
147
22
2
－

105
387

13,733
7,364

554
15
－

105
21,772

25
103

8
13
－

1,227
1,378

3,185
5,184

212
96
－ 

1,227
9,906

　   リスク・ウェイト区分
平成19年度 

残高 所要自己資本額 残高 所要自己資本額 
平成20年度 

（単位：百万円）

（注）「その他のリスク・ウェイト」には、自己資本比率告示第225条第6項の規定により適用される裏付資産のリスク・ウェイトの加重平均
値となるものが該当します。

ｃ　自己資本比率告示第223条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額

クレジットカード与信

住宅ローン

自動車ローン

その他

　　 合　　計

－
－
－

105
105

－
－
－

1,227
1,227

平成19年度 項　　目 平成20年度
（単位：百万円）

（注）自己資本比率告示第223条の規定に基づき、格付により自己資本控除になるもの及び信用補完機能を持つI/Oストリップスによる自己資
本控除となった証券化エクスポージャーを記載しています。
なお、「信用補完機能を持つＩ/Ｏストリップス」とは、証券化取引を行う法人等に原資産を譲渡する証券化取引において、原資産から

将来生じる金利収入を受ける権利であって、当該証券化取引に係る他の証券化エクスポージャーに対する信用補完として利用されるよう
仕組まれたもののことです。

ｄ　自己資本比率告示附則第13条の適用により算出される信用リスク・アセットの額

当会では、自己資本比率告示附則第13条は適用していません。

６．オペレーショナル・リスクに関する事項

◇リスク管理の方針及び手続の概要
「オペレーショナル・リスク」とは、当会が業務を遂行する際に発生するリスクのうち、市場、信用、
流動性リスクを除いたその他リスクをいいます。当会では、管理すべきオペレーショナル・リスクを
「リスク管理基本方針」及び「オペレーショナル・リスク管理要綱」に定めるとともに、リスク管理に
あたっては個々のリスクについて発生可能性を極小化することを目的に、各種管理要綱等を制定し適切
なリスク管理に努めています。
○オペレーショナル・リスクの総合的な管理

当会では、オペレーショナル・リスクを管理統括する統括部署を設置し、各部署のリスク管理状
況について総合的に把握し、部署間調整及び改善指示等を行っています。また、経営層によって構

（注）オリジネーターとは、証券化の対象となる原資産をもともと所有している立場にあることを指します。
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成されるリスク管理委員会を毎月開催し、各部署の管理状況を定期的に報告するほか、重大な事案
については改善方策を含め理事会に報告する態勢を整備しています。
○事務リスク管理

事務リスク管理にあたっては、多種多様な事象・項目を管理する必要性に留意し、発生頻度と影
響度合いを踏まえつつ、発生する可能性を極小化するため「事務リスク管理要綱」等を定め適切な
管理を行っています。
○システムリスク管理

情報資産を適切に保護するための基本方針として「セキュリティポリシー」を定めるとともに、
「システムリスク管理要綱」等を整備し、システムリスク管理体制の強化に努めています。また、
システムに重大な影響を及ぼす災害、障害及び犯罪等からコンピュータシステムを保護するための
「コンティンジェンシープラン」を定め適切な管理を行っています。
○その他のオペレーショナル・リスク管理

事務リスク、システムリスク以外の法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、情報漏洩等リス
ク、系統組織の経営リスクについては、各種管理要綱等に基づき適切な管理を行っています。

◇オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
○当会では、自己資本比率算出におけるオペレーショナル・リスク相当額の算出にあたり、「基礎的
手法」を採用しています。
○基礎的手法とは、１年間の粗利益に0.15を乗じた額の直近３年間の平均値によりオペレーショナ
ル・リスク相当額を算出する方法です。
なお、１年間の粗利益は、経常利益から国債等債券売却益・償還益及びその他経常収益を控除し、
役務取引等費用、国債等債券売却損・償還損・償却、経費、その他経常費用及び金銭の信託運用費
用を加算して算出します。

７．出資等エクスポージャーに関する事項

◇出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要
「出資等エクスポージャー」とは、貸借対照表上の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式または出資

として計上されているものです。
子会社株式及び関連会社株式等の取得による時価のない株式または外部出資の管理方針等は、子会社

管理規程または個別審査により適切に取得するとともに、資産自己査定実施細則等に基づき適切なリス
ク管理を行っています。
その他有価証券として区分される時価のある株式についての管理方針等は、市場リスク管理の枠組み

の中で適切なリスク管理を行っています。

(1) 出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価

上　場

非上場

合　計

11,862
82,935
94,797

11,862
82,935
94,797

7,217
117,131
124,348

7,217
117,131
124,348

平成19年度 
区　分 

平成20年度
貸借対照表
計上額 時価評価額 貸借対照表

計上額 時価評価額

（単位：百万円）

(2) 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益

1,333 1,048 － 480 1,003 －

平成19年度 
売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

平成20年度
（単位：百万円）
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(4) 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）

－－－ －

平成19年度 平成20年度
（単位：百万円）

評価益 評価損 評価益 評価損

(3) 貸借対照表で認識され損益計算書で認識されない評価損益の額（保有目的区分をその他有価証券
としている株式・出資の評価損益等）

5273,011 1,537686

平成19年度 平成20年度
（単位：百万円）

評価益 評価損 評価益 評価損

(1) 内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価値の増減額

平成19年度 

6,452 9,030

項　　　目 平成20年度
（単位：百万円） 

内部管理上使用した金利ショックに 
対する損益・経済価値の増減額

８．金利リスクに関する事項

◇リスク管理の方針及び手続の概要
「金利リスク」とは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産・負債の金利または期間のミスマッ

チが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクのことです。
当会では、「金利リスク」は「市場リスク管理」の中で、適切な管理を行っています。
○市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により資産・負
債の価値が変動し損失を被るリスク、及び資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリ
スクをいいます。
当会では、「金利リスク」を含む「市場リスク」を極めて重要な収益源と位置付け、主体的にリ

スクテイクを行い、リスクコントロールすることにより、効率的なポートフォリオを構築し、安定
的な収益確保を目指しています。このため「市場リスク管理要綱」等を定め、ロスカット基準、損
失限度額、評価差額の基準を設定し日々の管理を行うとともに、ＶａＲ法やＢＰＶ法によりリスク
量等を計測し、自己資本対比での状況把握・管理に努めています。
また、リスク管理の実効性を担保するために、市場取引業務の遂行にあたって、投資方針等の決

定、取引の執行及びモニタリングをそれぞれ分離・独立して行っています。具体的には、余裕金運
用方針の決定については理事会・ＡＬＭ委員会及び余裕金運用会議、執行はフロント・セクション、
モニタリングは市場リスク管理部署が担当し、市場リスクにかかる運営状況等について、毎月、リ
スク管理委員会及び理事会に報告しています。

◇金利リスクの算定方法の概要
当会では市場性資産に加え、貸出金や預け金、貯金等の資産・負債の金利リスク量の算出を、分散共

分散法によるＶａＲ法（観測期間１年、信頼区間99％、保有期間１カ月）により毎月計測・評価し、Ａ
ＬＭ委員会等で金利変動に伴う損失発生可能額の把握に努めています。




